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廿
一
歳

戒
体
即
身
成
仏
義

仁
治
三
年安

房
国
清
澄
山
住
人

蓮

長

撰

一
に
は
小
乗
の
戒
体

二
に
は
権
大
乗
の
戒
体

分
か
っ
て
四
門
と

為
す

三
に
は
法
華
開
会
の
戒
体

法
華
・
涅
槃
の
戒
体
少
し
く
不
同
有
り

四
に
は
真
言
宗
の
戒
体
な
り

に
小
乗
の
戒
体
と
は
四
種
有
り
。
五
戒
は
俗
男
俗
女
戒
、
八
斎
戒
は
四
衆
通
用
、
二

第
一

百
五
十
戒
は
比
丘
戒
、
五
百
戒
は
比
丘
尼
戒
な
り
。
而
る
に
四
種
倶
に
五
戒
を
本
と
為
す
。

婆
娑
論
に
云
は
く
「
近
事
律
儀
は
、
此
の
律
儀
の
与
に
門
と
為
り
依
と
為
り
加
行
と
為
る
を

以
て
の
故
に
」
云
云
。
近
事
律
儀
と
は
五
戒
な
り
。
さ
れ
ば
比
丘
の
二
百
五
十
戒
・
比
丘
尼

の
五
百
戒
も
始
め
は
五
戒
な
り
。
五
戒
と
は
諸
の
小
乗
経
に
云
は
く
「
一
に
は
不
殺
生
戒
、

二
に
は
不
偸
盗
戒
、
三
に
は
不
邪
婬
戒
、
四
に
は
不
妄
語
戒
、
五
に
は
不
飲
酒
戒
」
以
上
五

戒
。
此
の
五
戒
と
申
す
は
、
色
心
二
法
の
中
に
は
色
法
な
り
。
殺
・
盗
・
婬
の
三
は
身
に
犯

す
戒
、
不
妄
語
戒
・
不
飲
酒
戒
は
口
に
犯
す
戒
、
身
口
は
色
法
な
り
。
此
の
戒
を
持
つ
に
、

作
無
作
・
表
無
表
と
云
ふ
事
あ
り
。
作
と
表
と
同
じ
事
な
り
。
無
作
と
無
表
も
同
じ
事
な
り
。

表
と
申
す
事
は
、
戒
を
持
た
ん
と
思
ひ
て
師
を
請
ず
。
中
国
は
十
人
、
辺
国
は
五
人
。
或
は

自
誓
戒
も
あ
り
。
道
場
を
荘
厳
し
焼
香
散
華
し
て
、
師
は
高
座
に
し
て
戒
を
説
け
ば
、
今
の

受
く
る
者
左
右
の
十
指
を
合
は
せ
て
持
つ
と
云
ふ
。
是
を
表
色
と
云
ひ
作
と
も
申
す
。
此
の

身
口
の
表
作
に
依
り
て
、
必
ず
無
表
無
作
の
戒
体
は
発
す
る
な
り
。
世
親
菩
薩
云
云
は
く

欲
の
無
表
は
表
を
離
れ
て
生
ず
る
こ
と
無
し
」
文
。
此
の
文
は
必
ず
表
有
り
て
無
表
色
は

発
す
と
見
え
た
り
。
無
表
色
を
優
婆
塞
五
戒
経
の
説
に
は
「
譬
へ
ば
面
有
り
鏡
有
れ
ば
則
ち

像
現
有
る
が
如
し
。
是
く
の
如
く
作
に
因
り
て
便
ち
無
作
有
り
」
云
云
。
此
の
文
に
鏡
は
第

六
心
王
な
り
、
面
は
表
色
合
掌
の
手
な
り
、
像
は
発
す
る
所
の
無
表
色
な
り
。
又
倶
舎
論
に

云
は
く
「
無
表
の
大
種
に
依
止
し
て
転
ず
る
時
、
影
の
樹
に
依
り
光
の
珠
宝
に
依
る
が
如
し
」

云
云
。
此
の
文
は
、
表
色
は
樹
の
如
く
珠
の
如
し
、
無
表
色
は
影
の
如
く
光
の
如
し
と
見
え

た
り
。
此
等
の
文
を
以
て
表
無
表
・
作
無
作
を
知
る
べ
し
。
五
戒
を
受
持
す
れ
ば
人
の
影
の

身
に
添
ふ
が
如
く
、
身
を
離
れ
ず
し
て
有
る
な
り
。
此
の
身
失
す
れ
ば
未
来
に
は
其
の
影
の

如
く
な
る
者
は
遷
る
べ
き
な
り
。
色
界
・
無
色
界
の
定
共
戒
の
無
表
も
同
じ
事
な
り
。
又
悪

を
作
る
も
其
の
悪
の
作
と
表
と
に
依
り
て
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
無
作
・
無
表
色
を
発
し

て
悪
道
に
堕
つ
る
な
り
。
但
し
小
乗
教
の
意
は
、
此
の
戒
体
を
ば
尽
形
寿
一
業
引
一
生
の
戒

体
と
申
す
な
り

「
形
寿
を
尽
く
し
て
一
業
に
一
生
を
引
く
」
と
申
す
は
、
此
の
身
に
戒
を
持

。

ち
て
、
其
の
戒
力
に
依
り
て
無
表
色
は
発
す
。
此
の
身
と
命
と
を
捨
て
尽
く
し
て
彼
の
戒
体

に
遷
る
な
り
。
一
度
人
間
天
上
に
生
ず
れ
ば
、
此
の
戒
体
を
以
て
二
生
三
生
と
生
ま
る
ゝ
事

な
し
。
只
一
生
に
て
其
の
戒
体
は
失
ひ
ぬ
る
な
り
。
譬
へ
ば
土
器
を
作
り
て
一
度
使
ひ
て
後

の
用
に
合
は
ざ
る
が
如
し
。
倶
舎
論
に
云
は
く
「
別
解
脱
の
律
儀
は
尽
寿
と
或
は
昼
夜
な
り
」

云
云
。
又
云
は
く
「
一
業
引
一
生
」
云
云
。
此
の
文
に
尽
寿
一
生
等
と
云
へ
る
は
、
尽
形
寿

と
云
ふ
事
な
り
。
天
台
大
師
の
御
釈
に
「
三
蔵
尽
寿
」
と
釈
し
給
へ
り
。
然
る
に
此
の
戒
体

を
ば
不
可
見
無
対
色
と
申
し
て
、
凡
夫
の
眼
に
は
見
え
ず
、
但
天
眼
を
以
て
之
を
見
る
、
定

中
に
は
心
眼
を
以
て
之
を
見
る
と
云
へ
り
。
然
る
に
私
に
此
の
事
を
勘
へ
た
る
に
、
既
に
優

婆
塞
五
戒
経
に
「
面
有
り
鏡
有
れ
ば
則
ち
像
現
有
り
」
と
云
ひ
て
、
鏡
を
我
が
心
に
譬
へ
、

面
を
我
が
表
業
に
譬
へ
、
像
を
ば
無
表
色
に
譬
ふ
。
既
に
我
が
身
に
五
根
有
り
、
左
右
の
十

指
を
合
す
れ
ば
五
影
を
生
ず
。
知
ん
ぬ
べ
し
、
実
に
無
表
色
も
五
根
十
指
の
如
く
な
る
べ
き
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を
。
又
倶
舎
論
に
中
有
を
釈
す
る
に
「
同
と
浄
な
る
天
眼
と
に
見
ら
る
。
業
通
あ
り
て
疾
し
。

根
を
具
す
」
云
云
。
此
の
文
分
明
な
り
。
無
表
色
に
五
根
の
形
有
ら
ば
こ
そ
、
中
有
の
身
に

は
五
根
を
具
す
と
は
釈
す
ら
め
。
提
謂
経
の
文
を
見
る
に
、
人
間
の
五
根
・
五
臓
・
五
体
は

五
戒
よ
り
生
ず
と
見
え
た
り
。

乃
至
依
報
の
国
土
の
五
方
・
五
行
・
五
味
・
五
星
皆
五
戒
よ
り
生
ず
と
説
け
り
。
止
観
弘
決

に
委
し
く
引
か
れ
た
り
。
さ
れ
ば
戒
体
は
微
細
の
青
・
黄
・
赤
・
白
・
黒
・
長
・
短
・
方
・

円
の
形
な
り
。
止
観
弘
決
の
六
に
云
は
く
、
提
謂
経
の
中
の
如
し
「
木
は
東
方
を
主
る
、
東

方
は
肝
を
主
る
、
肝
は
眼
を
主
る
、
眼
は
春
を
主
る
、
春
は
生
を
主
る
、
生
在
す
れ
ば
則
ち

木
安
し
。
故
に
不
殺
は
以
て
木
を
防
む
と
云
ふ
。
金
は
西
方
を
主
る
、
西
方
は
肺
を
主
る
、

肺
は
鼻
を
主
る
、
鼻
は
秋
を
主
る
、
秋
は
収
を
主
る
、
収
蔵
す
れ
ば
則
ち
金
安
ん
ず
。
故
に

不
盗
は
以
て
金
を
防
む
。
水
は
北
方
を
主
る
、
北
方
は
腎
を
主
る
、
腎
は
耳
を
主
る
、
耳
は

冬
を
主
る
、
淫
盛
ん
な
れ
ば
則
ち
水
増
す
。
故
に
不
淫
は
以
て
水
を
禁
ず
。
土
は
中
央
を
主

る
、
中
央
は
脾
を
主
る
、
脾
は
身
を
主
る
、
土
は
四
季
に
王
た
り
。
故
に
提
謂
経
に
云
は
く
、

不
妄
語
は
四
時
の
如
し
と
。
身
は
四
根
に
遍
し
。
妄
語
又
爾
な
り
。
諸
根
に
遍
し
て
、
心
に

違
ひ
て
説
く
が
故
に
。
火
は
南
方
を
主
る
、
南
方
は
心
を
主
る
、
心
は
舌
を
主
る
、
舌
は
夏

を
主
る
、
酒
乱
る
れ
ば
火
を
増
す
。
故
に
不
飲
酒
を
以
て
火
を
防
む
」
文
。
此
の
文
は
天
台

大
師
提
謂
経
の
文
を
以
て
釈
し
給
へ
り
。
さ
れ
ば
我
等
が
見
る
所
の
山
河
・
大
海
・
大
地
・

草
木
・
国
土
は
、
五
根
・
十
指
の
尽
形
寿
の
五
戒
に
て
ま
う
け
た
り
。
五
戒
破
る
れ
ば
此
の

国
土
次
第
に
衰
へ
、
又
重
ね
て
五
戒
を
持
た
ず
し
て
、
此
の
身
の
上
に
悪
業
を
作
れ
ば
、
五

戒
の
戒
体
破
失
し
て
三
途
に
入
る
べ
し
。
是
凡
夫
の
戒
体
な
り
。
声
聞
・
縁
覚
は
、
此
の
表

色
の
身
と
無
表
色
の
戒
体
を
、
苦
・
空
・
無
常
・
無
我
と
観
じ
て
見
惑
を
断
ず
れ
ば
、
永
く

四
悪
趣
を
離
る
。
又
重
ね
て
此
の
観
を
思
惟
し
て
思
惑
を
断
じ
、
三
界
の
生
死
を
出
づ
。
妙

楽
の
釈
に
云
は
く
「
見
惑
を
破
る
が
故
に
四
悪
趣
を
離
る
。
思
惑
を
破
る
が
故
に
三
界
の
生

を
離
る
」
文
。
此
の
二
乗
は
法
華
已
前
の
経
に
は
、
灰
身
滅
智
の
者
、
永
不
成
仏
と
嫌
は
れ

し
な
り
。
灰
身
と
申
す
は
、
十
八
界
の
内
十
界
半
の
色
法
を
断
ず
る
な
り
。
滅
智
と
申
す
は
、

七
心
界
半
を
滅
す
る
な
り
。
此
の
小
乗
教
の
習
ひ
は
、
三
界
よ
り
外
に
浄
土
あ
り
と
云
は
ず
。

故
に
外
に
生
処
無
し
。
小
乗
の
菩
薩
は
未
だ
見
思
を
断
ぜ
ず
、
故
に
凡
夫
の
如
し
。
仏
も
見

思
の
惑
を
断
尽
し
て
入
滅
す
と
習
ふ
が
故
に
、
菩
薩
・
仏
は
凡
夫
・
二
乗
の
所
摂
な
り
。
此

の
教
の
戒
に
三
つ
あ
り
。
欲
界
の
人
天
に
生
ま
る
ゝ
戒
を
ば
律
儀
戒
と
云
ふ
な
り
。
色
界
・

無
色
界
へ
生
ま
る
ゝ
戒
を
ば

定
共
戒
と
云
ふ
な
り
。
声
聞
・
縁
覚
の
見
思
断
の
無
漏
の
智
と
共
に
発
得
す
る
戒
を
ば
道

共
戒
と
名
づ
く
。

天
台
の
釈
に
云
は
く
「
今
戒
と
言
ふ
は
律
儀
戒
・
定
共
戒
・
道
共
戒
有
り
。
此
の
名
源
三
蔵

よ
り
出
で
た
り
。

律
は
是
遮
止
、
儀
は
是
形
儀
な
り
、
能
く
形
上
の
諸
悪
を
止
む
、
故
に
称
し
て
戒
と
為
す
。

定
は
是
静
摂
な
り
、
入
定
の
時
自
然
に
調
善
に
し
て
諸
悪
を
防
止
す
る
な
り
。
道
は
是
能
通

な
り
、
真
を
発
し
て
已
後
自
づ
か
ら
毀
犯
な
し
。
初
果
地
を
耕
す
に
虫
四
寸
を
離
る
、
道
共

の
力
な
り
」
文
。
又
表
業
無
け
れ
ど
も
無
表
色
を
発
得
す
る
事
之
有
り
。
光
法
師
云
は
く
「
是

く
の
如
き
の
十
種
の
別
解
脱
律
儀
は
、
必
ず
定
ん
で
表
業
に
依
っ
て
発
す
る
に
非
ず
」
云
云
。

此
の
文
は
表
業
無
け
れ
ど
も
無
表
色
を
発
す
る
事
あ
り
と
見
え
た
り
。

に
権
大
乗
経
の
戒
体
と
は
、
諸
経
に
多
し
と
云
へ
ど
も
、
梵
網
経
・
瓔
珞
経
を
以
て

第
二

本
と
為
す
。
梵
網
経
は
華
厳
経
の
結
経
、
瓔
珞
経
は
方
等
部
浄
土
の
三
部
経
等
の
結
経
な
り
。

さ
れ
ば
法
華
已
前
の
戒
体
を
ば
此
の
二
経
を
以
て
知
る
べ
し
。
梵
網
経
の
題
目
に
云
は
く
「
梵

網
経
盧
舎
那
仏
説
菩
薩
心
地
戒
品
」
文
。
此
の
題
目
を
以
て
人
天
二
乗
を
嫌
ひ
、
仏
因
仏
果
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の
戒
体
を
説
か
ず
と
知
る
べ
き
な
り
。
さ
れ
ば
天
台
の
御
釈
に
云
は
く
「
所
被
の
人
は
唯
大

士
の
為
に
し
て
二
乗
の
為
に
せ
ず
」
と
。
又
云
は
く
「
既
に
別
に
部
の
外
に
菩
薩
戒
経
と
称

す
」
文
。
又
云
は
く
「
三
教
の
中
に
於
て
は
即
ち
是
頓
教
な
り
、
仏
性
常
住
一
乗
の
妙
旨
を

明
か
す
」
文
。
三
教
と
申
す
は
頓
教
は
華
厳
教
、
漸
教
は
阿
含
・
方
等
・
般
若
、
円
教
は
法

華
・
涅
槃
な
り
。
一
乗
と
申
す
は
未
開
会
の
一
乗
な
り
。
法
華
の
意
を
以
て
嫌
は
ん
時
は
、

宣
説
菩
薩
歴
劫
修
行
と
下
す
べ
き
な
り
。
又
梵
網
経
に
云
は
く
「
一
切
発
心
の
菩
薩
も
亦
誦

す
べ
し
十
信
之
に
当
た
る
十
発
趣
十
住
十
長
養
十
行
十
金
剛
十
向
」
と
。
又
云
は
く
「
十
地

仏
性
常
住
妙
果
」
已
上
。
四
十
一
位
又
は
五
十
二
位
。
此
の
経
と
華
厳
経
に
は
四
十
一
位
又

五
十
二
位
の
論
之
有
り
。
此
の
経
を
権
大
乗
と
云
ふ
事
は
、
十
重
禁
戒
・
四
十
八
軽
戒
を
七

衆
同
じ
く
受
く
る
故
に
小
乗
経
に
は
非
ず
。
又
疑
ふ
べ
き
処
は
華
厳
梵
網
の
二
経
に
は
別
円

二
教
を
説
く
。
別
教
の
方
は
法
華
に
異
な
る
べ
し
、
円
教
の
方
は
同
じ
か
る
べ
し
。
さ
れ
ば

華
厳
経
に
は
「
初
発
心
の
時
便
ち
正
覚
を
成
ず
」
と
。
梵
網
経
に
は
「
衆
生
仏
戒
を
受
く
れ

ば
即
ち
諸
仏
の
位
に
入
る
。
位
大
覚
に
同
じ
う
し
已
は
ら
ば
、
真
に
是
諸
仏
の
子
な
り
」
文
。

答
へ
て
云
は
く
、
法
華
已
前
の
円
の
戒
体
を
受
け
て
、
其
の
上
に
生
身
得
忍
を
発
得
す
る
な

り
。
或
は
法
華
已
前
の
円
の
戒
体
は
別
教
の
摂
属
な
り
。
法
華
の
戒
体
は
受
不
受
を
云
は
ず
。

開
会
す
れ
ば
戒
体
を
発
得
す
る
事
復
是
く
の
如
し
。
此
の
経
の
十
重
禁
戒
と
は
、
第
一
不
殺

生
戒
・
第
二
不
偸
盗
戒
・
第
三
不
邪
婬
戒
・
第
四
不
妄
語
戒
・
第
五
不
●
酒
戒
・
第
六
不
説

四
衆
過
罪
戒
・
第
七
不
自
讃
毀
他
戒
・
第
八
不
慳
貪
戒
・
第
九
不
瞋
恚
戒
・
第
十
不
謗
三
宝

戒
な
り
。
又
瓔
珞
経
の
戒
は
、
題
目
に
菩
薩
瓔
珞
本
業
経
と
云
へ
り
。
此
の
経
も
梵
網
経
の

如
く
菩
薩
戒
な
り
。
此
の
経
に
五
十
二
位
を
説
く
。
経
に
云
は
く
「
若
し
は
退
き
若
し
は
進

む
と
は
十
住
以
前
の
一
切
の
凡
夫
、
若
し
は
一
劫
二
劫
乃
至
十
劫
、
十
信
を
修
行
し
て
十
住

に
入
る
こ
と
を
得
」
云
云
。
又
云
は
く
「
十
住
・
十
行
・
十
廻
向
・
十
地
・
等
覚
・
妙
覚
」

云
云
。
此
の
経
は
一
々
の
位
に
多
劫
を
歴
て
仏
果
を
成
ず
。
菩
薩
は
十
信
の
位
に
し
て
仏
果

の
為
に
十
無
尽
戒
を
持
つ
、
二
乗
と
成
ら
ん
為
に
非
ず
。
故
に
住
前
十
信
の
位
に
し
て
退
す

れ
ば
悪
道
に
堕
つ
。
又
人
天
に
生
じ
て
生
を
尽
く
せ
ど
も
戒
体
は
失
は
ず
、
無
量
劫
を
歴
て

仏
果
に
至
る
ま
で
、
壊
れ
ず
し
て
金
剛
の
如
く
に
て
有
る
な
り
。
此
の
経
に
云
は
く
「
凡
聖

の
戒
は
尽
く
心
を
体
と
な
す
。
是
の
故
に
心
亦
尽
く
れ
ば
戒
も
亦
尽
く
。
菩
薩
戒
は
受
法
の

み
有
り
て
而
も
捨
法
無
く
、
犯
有
れ
ど
も
失
せ
ず
、
未
来
際
を
尽
く
す
」
と
。
又
云
は
く
「
心

無
尽
な
る
故
に
戒
も
亦
無
尽
な
り
」
文
。
又
云
は
く
「
仏
子
無
尽
戒
を
受
け
已
は
れ
ば
、
其

の
受
く
る
者
四
魔
を
過
度
し
三
界
の
苦
を
越
え
、
生
よ
り
生
に
至
る
ま
で
此
の
戒
を
失
は
ず
、

常
に
行
人
に
随
ひ
乃
至
成
仏
す
」
文
。
天
台
大
師
云
は
く
「
三
蔵
は
寿
を
尽
く
し
、
菩
薩
は

菩
提
に
至
る
。
爾
の
時
に
即
ち
廃
す
」
文
。
此
の
文
は
小
乗
戒
は
凡
夫
・
聖
人
・
二
乗
の
戒

共
に
尽
形
寿
の
戒
、
菩
薩
戒
は
凡
夫
よ
り
仏
果
に
至
る
ま
で
、
そ
の
中
間
に
無
量
無
辺
劫
を

歴
れ
ど
も
、
戒
体
は
失
せ
ず
と
云
ふ
文
な
り
。
さ
れ
ば
此
の
戒
は
持
っ
て
犯
す
れ
ど
も
、
猶

二
乗
・
外
道
に
勝
れ
た
り
。
故
に
経
に
云
は
く
「
有
ち
て
犯
す
る
者
は
、
無
く
し
て
犯
さ
ゞ

る
に
勝
れ
た
り
、
有
つ
は
犯
す
る
も
菩
薩
と
名
づ
け
、
無
き
は
犯
さ
ゞ
る
も
外
道
と
名
づ
く
」

文
。
此
の
文
の
意
は
、
外
道
は
菩
薩
戒
を
持
た
ざ
れ
ば
戒
を
犯
さ
ゞ
れ
ど
も
菩
薩
と
は
名
づ

け
ず
、
菩
薩
は
戒
を
破
犯
す
れ
ど
も
仏
果
の
種
子
は
破
失
せ
ざ
る
な
り
。
此
の
梵
網
・
瓔
珞

の
二
経
は
心
を
戒
体
と
為
す
様
な
れ
ど
も
、
実
に
は
色
処
を
戒
体
と
為
す
な
り
。
小
乗
に
は

身
口
を
本
体
と
為
し
、
大
乗
に
は
心
を
本
体
と
為
す
と
申
す
は
一
往
の
事
な
り
、
実
に
は
身

口
の
表
を
以
て
戒
体
を
発
す
。
戒
体
は
色
法
な
り
、
故
に
大
論
に
云
は
く
「
戒
は
是
色
法
な

り
」
文
。
故
に
天
台
の
梵
網
経
疏
に
「
正
し
く
戒
体
を
出
だ
す
。
第
二
に
体
を
出
だ
す
と
は
、

初
め
に
戒
体
と
は
起
こ
さ
ず
ん
ば
而
已
な
ん
。
起
こ
さ
ば
即
ち
性
な
る
無
作
の
仮
色
な
り
」

文

「
起
こ
さ
ず
ん
ば
而
已
な
ん
」
と
は
、
表
な
け
れ
ば
戒
体
発
せ
ず
と
云
ふ
な
り

「
起
こ

。

。

さ
ば
即
ち
性
な
る
無
作
の
仮
色
な
り
」
と
は
、
戒
体
は
色
法
と
云
ふ
文
な
り
。
近
来
唐
土
の



- 4 -

人
師
、
梵
網
・
法
華
の
戒
体
の
不
同
を
弁
へ
ず
、
雑
乱
し
て
天
台
の
戒
体
を
談
じ
失
へ
り
。

瓔
珞
経
の
十
無
尽
戒
と
は
、
第
一
不
殺
生
戒
・
第
二
不
偸
盗
戒
・
第
三
不
邪
淫
戒
・
第
四
不

妄
語
戒
・
第
五
不
●
酒
戒
・
第
六
不
説
四
衆
過
罪
戒
・
第
七
不
慳
貪
戒
・
第
八
不
瞋
恚
戒
・

第
九
不
自
讃
毀
他
戒
・
第
十
不
謗
三
宝
戒
な
り
。
梵
網
・
瓔
珞
の
十
重
禁
戒
・
十
無
尽
戒
も

初
め
に
五
戒
を
連
ね
た
り
。
大
小
乗
の
戒
は
五
戒
を
本
と
為
す
。
故
に
涅
槃
経
に
は
具
足
根

本
業
清
浄
戒
と
は
是
五
戒
の
名
な
り
。
一
切
の
戒
を
持
つ
と
も
、
五
戒
無
け
れ
ば
諸
戒
具
足

す
る
こ
と
無
し
。
五
戒
を
持
て
ば
諸
戒
を
持
た
ざ
れ
ど
も
、
諸
戒
を
持
つ
に
為
り
ぬ
、
諸
戒

を
持
つ
と
も
五
戒
を
持
た
ざ
れ
ば
諸
戒
も
持
た
れ
ず
、
故
に
五
戒
を
具
足
根
本
業
清
浄
戒
と

云
ふ
。
さ
れ
ば
天
台
の
釈
に
云
は
く
「
五
戒
は
既
に
是
菩
薩
戒
の
根
本
な
り
」
と
。
諸
戒
の

模
様
を
知
ら
ん
と
思
は
ゞ
、
能
く
能
く
之
を
習
ふ
べ
し
。

に
法
華
開
会
の
戒
体
と
は
、
仏
因
仏
果
の
戒
体
な
り
。
唐
土
の
天
台
宗
の
末
学
、
戒

第
三

体
を
論
ず
る
に
、
或
は
理
心
を
戒
体
と
云
ひ
、
或
は
色
法
を
戒
体
と
論
ず
れ
ど
も
、
未
だ
梵

網
・
法
華
の
戒
体
の
差
別
に
委
し
か
ら
ず
。
法
華
経
一
部
八
巻
二
十
八
品
・
六
万
九
千
三
百

八
十
四
字
、
一
々
の
文
字
、
開
会
の
法
門
実
相
常
住
の
無
作
の
妙
色
に
非
ず
と
い
ふ
こ
と
莫

（
な
）
し
。
此
の
法
華
経
は
三
乗
・
五
乗
・
七
方
便
・
九
法
界
の
衆
生
を
皆
毘
盧
遮
那
の
仏

因
と
開
会
す
。
三
乗
は
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
、
五
乗
は
三
乗
に
人
天
を
加
へ
た
り
。
七
方
便

は
蔵
通
の
二
乗
四
人
、
三
蔵
教
の
菩
薩
・
通
教
の
菩
薩
・
別
教
の
菩
薩
三
人
、
已
上
七
人
。

九
法
界
は
始
め
地
獄
よ
り
終
は
り
菩
薩
界
に
至
る
ま
で
、
此
等
の
衆
生
の
身
を
押
へ
て
仏
因

と
開
会
す
る
な
り
。
其
の
故
は
、
此
等
の
衆
生
の
身
は
皆
戒
体
な
り
。
但
し
疑
は
し
き
事
は
、

地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
の
四
道
は
戒
を
破
り
た
る
身
な
り
、
全
く
戒
体
無
し
。
人
・
天

・
声
聞
・
縁
覚
の
身
は
尽
形
寿
の
戒
に
酬
い
た
り
。
既
に
一
業
引
一
生
の
戒
体
、
因
は
是
善

悪
、
果
は
是
無
記
の
身
な
り
。
其
の
因
既
に
去
り
ぬ
。
何
な
る
善
根
か
有
り
て
法
華
の
戒
体

と
成
る
べ
き
や
。
菩
薩
は
又
無
量
劫
を
歴
て
成
仏
す
べ
し
と
誓
願
し
て
発
得
せ
し
戒
体
な
り
。

「
須
臾
聞
之
即
得
究
竟
」
の
戒
体
と
成
る
べ
か
ら
ず
。
此
等
の
大
な
る
疑
ひ
有
る
な
り
。
然

る
を
法
華
経
の
意
を
以
て
之
を
知
れ
ば
、
十
界
共
に
五
戒
な
り
。
其
の
故
は
、
五
戒
破
れ
た

る
を
四
悪
趣
と
云
ふ
、
五
戒
失
せ
た
る
に
非
ず
。
譬
へ
ば
家
を
造
っ
て
こ
ち
置
き
ぬ
れ
ば
材

木
と
云
ふ
物
な
り
、
数
の
失
せ
た
る
に
非
ず
、
然
れ
ど
も
人
の
住
む
べ
き
様
無
し
、
還
っ
て

家
と
成
れ
ば
又
人
住
む
べ
し
。
さ
れ
ば
四
悪
趣
も
五
戒
の
形
は
失
せ
ず
。
魚
鳥
も
頭
有
り
、

四
支
有
る
な
り
。
魚
の
ひ
れ
四
つ
有
り
、
即
ち
四
支
な
り
。
鳥
は
羽
と
足
と
あ
り
、
是
も
四

支
な
り
。
牛
馬
も
四
足
あ
り
、
二
つ
の
前
の
足
は
即
ち
手
な
り
。
破
戒
の
故
に
四
足
と
成
り

て
す
ぐ
に
た
ゝ
ざ
る
な
り
。
足
の
多
く
あ
る
者
も
、
四
足
の
多
く
成
り
た
る
に
て
有
る
な
り
。

蠕
蛇
の
足
な
く
腹
ば
ひ
行
く
も
、
四
足
に
て
歩
む
べ
き
こ
と
は
り
な
れ
ど
も
、
破
戒
の
故
に

足
無
く
し
て
歩
む
に
て
有
る
な
り
。
畜
生
道
此
く
の
如
し
。
餓
鬼
道
は
多
く
は
人
に
似
た
り
。

地
獄
は
本
の
人
身
な
り
。
苦
を
重
く
受
け
ん
為
に
本
身
を
失
は
ず
し
て
化
生
す
る
な
り
。
大

覚
世
尊
も
五
戒
を
持
ち
給
へ
る
故
に
浄
飯
王
宮
に
生
ま
れ
給
へ
り
。
諸
の
法
身
の
大
士
、
善

財
童
子
・
文
殊
師
利
・
舎
利
弗
・
目
連
も
皆
天
笠
の
婆
羅
門
の
家
に
生
ま
れ
て
仏
の
化
儀
を

助
け
ん
と
て
、
皆
人
の
形
に
て
御
座
し
ま
し
き
。
梵
天
・
帝
釈
の
天
衆
た
る
も
、
竜
神
・
修

羅
の
悪
道
の
身
も
、
法
華
経
の
座
に
し
て
は
皆
人
身
た
り
き
。
此
等
は
十
界
に
亘
り
て
五
戒

が
有
り
け
れ
ば
こ
そ
、
人
身
に
て
は
有
ら
め
。
諸
経
の
座
に
て
は
四
悪
趣
の
衆
生
、
仏
の
御

前
に
て
人
身
た
り
し
事
は
不
審
な
り
し
事
な
り
。
舎
利
弗
を
始
め
と
し
て
千
二
百
の
阿
羅
漢

・
梵
王
・
帝
釈
・
阿
闍
世
王
等
の
諸
王
、
韋
提
希
等
の
諸
の
女
人
、
皆
「
衆
生
を
し
て
仏
知

見
を
開
か
し
め
清
浄
な
る
こ
と
を
得
せ
し
め
ん
と
欲
す
」
と
開
会
せ
し
事
は
、
五
戒
を
以
て

得
た
る
六
根
・
六
境
・
六
識
を
改
め
ず
し
て
、
押
さ
へ
て
仏
因
と
開
会
す
る
な
り
。
竜
女
が

即
身
成
仏
は
畜
生
蛇
道
の
身
を
改
め
ず
し
て
、
三
十
二
相
の
即
身
成
仏
な
り
。
畜
生
の
破
戒
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に
て
表
色
な
き
身
も
、
三
十
二
相
の
無
表
色
の
戒
体
を
発
得
す
る
は
、
三
悪
道
の
身
即
ち
五

戒
た
る
故
な
り
。
さ
れ
ば
妙
楽
大
師
の
釈
に
は
五
戒
を
十
界
に
亘
し
給
へ
り
「
別
し
て
論
ず

れ
ば
、
然
り
と
雖
も
通
の
意
知
る
べ
し
。
余
色
・
余
塵
・
余
界
も
亦
爾
り
。
是
の
故
に
須
く

仁
譲
等
の
五
を
明
か
す
べ
し
」
云
云
。
余
色
と
は
九
界
の
身
、
余
塵
と
は
九
界
の
依
報
の
国

土
、
余
界
と
は
九
界
な
り
。
此
の
文
は
人
間
界
を
本
と
し
て
、
五
常
・
五
戒
を
余
界
へ
亘
す

な
り
。
但
し
持
た
ざ
る
五
戒
は
、
如
何
に
三
悪
道
に
は
有
り
け
る
ぞ
と
云
ふ
に
、
三
悪
道
の

衆
生
も
人
間
に
生
ま
れ
た
り
し
時
、
五
戒
を
持
ち
て
其
の
五
戒
の
報
を
得
ず
し
て
三
途
に
堕

ち
た
る
衆
生
も
あ
り
。
此
の
善
根
を
ば
未
酬
の
善
根
と
云
ふ
。
又
既
に
人
間
に
生
ま
れ
た
る

事
も
あ
り
、
是
を
ば
已
酬
の
善
根
と
云
ふ
。
又
無
始
の
色
心
有
り
。
此
等
の
善
根
を
押
さ
へ

て
正
・
了
・
縁
の
三
仏
性
と
開
会
す
る
時
、
我
が
身
に
善
根
有
り
と
思
は
ざ
る
に
、
此
の
身

を
押
さ
へ
て
「
欲
令
衆
生
開
仏
知
見
使
得
清
浄
故
」
と
説
か
る
ゝ
は
、
人
天
の
果
報
に
住
す

る
五
戒
十
善
も
、
権
乗
に
趣
け
る
二
乗
も
菩
薩
も
「
皆
已
に
仏
道
を
成
ず
、
汝
等
行
ぜ
し
所

は
是
菩
薩
道
」
と
説
か
れ
た
る
な
り
。
さ
れ
ば
天
台
の
御
釈
に
云
は
く
「
昔
は
方
便
未
だ
開

せ
ざ
れ
ば
果
報
に
住
す
と
謂
へ
り
。
今
方
便
の
行
、
即
ち
是
縁
因
仏
性
と
開
す
る
に
、
能
く

菩
提
に
趣
か
し
む
」
云
云
。
妙
楽
大
師
は
「
権
乗
の
道
に
趣
向
せ
し
者
も
、
一
実
の
観
・
一

大
の
弘
願
を
以
て
之
を
体
し
之
を
導
く
」
云
云
。
是
く
の
如
く
意
得
る
時
、
九
界
の
衆
生
の

身
を
仏
因
と
習
へ
ば
、
五
戒
即
仏
因
な
り
。
法
華
已
前
の
経
に
は
此
く
の
如
き
説
な
き
故
に
、

凡
夫
・
聖
人
の
得
道
は
名
の
み
有
り
て
実
無
き
な
り
。
さ
れ
ば
此
の
経
に
云
は
く
「
但
虚
妄

を
離
る
ゝ
を
名
づ
け
て
解
脱
と
為
す
。
そ
の
実
は
未
だ
一
切
の
解
脱
を
得
ず
」
文
。
愚
か
な

る
学
者
は
、
法
華
已
前
に
は
二
乗
計
り
色
心
を
滅
す
る
故
に
得
道
を
成
ぜ
ず
、
菩
薩
・
凡
夫

は
得
道
を
成
ず
べ
し
と
思
へ
り
。
爾
ら
ざ
る
事
な
り
、
十
界
互
具
す
る
故
に
妙
法
な
り
、
さ

る
に
て
は
十
界
に
亘
っ
て
二
乗
・
菩
薩
・
凡
夫
を
具
足
せ
り
。
故
に
二
乗
に
成
仏
せ
ず
と
云

は
ゞ
、
凡
夫
・
菩
薩
も
成
仏
せ
ず
と
云
ふ
事
な
り
。
法
華
の
意
は
、
一
界
の
成
仏
は
十
界
の

成
仏
な
り
。
法
華
已
前
に
は
仏
も
実
仏
に
非
ず
、
九
界
を
隔
て
し
仏
な
る
故
に
。
何
に
況
ん

や
九
界
を
や
。
然
る
に
法
華
の
意
は
、
凡
夫
も
実
に
は
仏
な
り
、
十
界
互
具
の
凡
夫
な
る
故

に
。
何
に
況
ん
や
仏
界
を
や
。
さ
れ
ば
天
台
大
師
は
一
代
聖
教
を
十
五
遍
御
覧
有
り
き
。
陳

・
隋
二
代
の
国
師
と
し
て
造
り
給
ひ
し
文
は
、
天
笠
・
唐
土
・
日
本
に
、
玄
義
・
文
句
・
止

観
の
三
十
巻
は
も
て
な
さ
れ
た
り
。

御
師
は
六
根
清
浄
の
人
南
岳
大
師
な
り
。
此
の
人
の
御
釈
の
意
一
偏
に
此
に
あ
り
。
此
の
人

を
人
師
と
申
し
て
さ
ぐ
る
な
ら
ば
、
経
文
分
明
な
り
。
無
量
義
経
に
云
は
く
「
四
十
余
年
未

だ
真
実
を
顕
は
さ
ず
」
云
云
。
法
華
已
前
は
虚
妄
方
便
の
説
な
り
。
法
華
已
前
に
し
て
一
人

も
成
仏
し
、
浄
土
に
も
往
生
し
て
あ
ら
ば
、
真
実
の
説
に
て
こ
そ
あ
ら
め
。
又
云
は
く
「
無

量
無
辺
不
可
思
議
阿
僧
祇
劫
を
過
ぎ
て
、
終
に
無
上
菩
提
を
成
ず
る
こ
と
を
得
ず
」
文
。
法

華
経
に
は
「
正
直
に
方
便
を
捨
て
ゝ
但
無
上
道
を
説
く
」
云
云
。
法
華
已
前
の
経
は
不
正
直

の
経
、
方
便
の
経
。
法
華
経
は
正
直
の
経
、
真
実
の
経
な
り
。
法
華
已
前
に
衆
生
の
得
道
が

あ
ら
ば
こ
そ
、
行
じ
易
き
観
経
に
付
き
て
往
生
し
、
大
事
な
る
法
華
経
は
行
じ
難
け
れ
ば
行

ぜ
じ
と
云
は
め
。
但
釈
迦
如
来
の
御
教
の
様
に
意
得
べ
し
、
観
経
等
は
此
の
法
華
経
へ
教
へ

入
れ
ん
方
便
の
経
な
り
。
浄
土
に
往
生
し
て
成
仏
を
知
る
べ
し
と
説
く
は
、
権
教
の
配
立
、

観
経
の
権
説
な
り
。
真
実
に
は
此
の
土
に
て
我
が
身
を
仏
因
と
知
っ
て
往
生
す
べ
き
な
り
。

此
の
道
理
を
知
ら
ず
し
て
、
浄
土
宗
の
日
本
の
学
者
、
我
が
色
心
よ
り
外
の
仏
国
土
を
求
め

さ
す
る
事
は
、
小
乗
経
に
も
は
づ
れ
大
乗
に
も
似
ず
。
師
は
魔
師
、
弟
子
は
魔
民
、
一
切
衆

生
の
其
の
教
を
信
ず
る
は
三
途
の
主
な
り
。
法
華
経
は
理
深
解
微
に
し
て
我
が
機
に
非
ず
、

毀
ら
ば
こ
そ
罪
に
て
は
あ
ら
め
と
云
ふ
。
是
は
毀
る
よ
り
も
法
華
経
を
失
ふ
に
て
、
一
人
も

成
仏
す
ま
じ
き
様
に
て
有
る
な
り
。
設
ひ
毀
る
と
も
、
人
に
此
の
経
を
教
へ
知
ら
せ
て
、
此
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の
経
を
も
て
な
さ
ば
、
如
何
か
は
苦
し
か
る
べ
き
。
毀
ら
ず
し
て
此
の
経
を
行
ず
る
事
を
止

め
ん
こ
そ
、
弥
怖
ろ
し
き
事
に
て
は
候
へ
。
此
を
経
文
に
説
か
れ
た
り

「
若
し
人
信
ぜ
ず
し

。

て
此
の
経
を
毀
謗
せ
ば
、
則
ち
一
切
世
間
の
仏
種
を
断
ぜ
ん
。
或
は
復
顰
蹙
し
て
疑
惑
を
懐

か
ん
、
其
の
人
命
終
し
て
阿
鼻
獄
に
入
ら
ん
。
地
獄
よ
り
出
で
て
当
に
畜
生
に
堕
す
べ
し
、

若
し
は
狗
・
野
干
、
或
は
驢
の
中
に
生
ま
れ
て
身
常
に
重
き
を
負
ふ
。
此
に
於
て
死
し
已
っ

て
更
に
蟒
身
を
受
け
ん
。
常
に
地
獄
に
処
す
る
こ
と
園
観
に
遊
ぶ
が
如
く
、
余
の
悪
道
に
在

る
こ
と
己
が
舎
宅
の
如
く
な
ら
ん
」
文
。
此
の
文
を
各
御
覧
有
る
べ
し

「
若
し
人
信
ぜ
ず
」

。

と
説
く
は
末
代
の
機
に
協
は
ず
と
云
ふ
者
の
事
な
り

「
此
経
を
毀
謗
せ
ば
」
の
毀
は
や
ぶ
る

。

と
云
ふ
事
な
り
。
法
華
経
の
一
日
経
を
皆
停
止
し
て
称
名
の
行
を
成
し
、
法
華
経
の
如
法
経

を
浄
土
の
三
部
経
に
引
き
違
へ
た
る
、
是
を
毀
と
云
ふ
な
り
。
権
経
を
以
て
実
経
を
失
ふ
は
、

子
が
親
の
頚
を
切
り
た
る
が
如
し
。

又
観
経
の
意
に
も
違
ひ
、
法
華
経
の
意
に
も
違
ふ
。
謗
と
云
ふ
は
但
口
を
以
て
誹
り
、
心
を

以
て
謗
る
の
み
謗
に
は
非
ず
。
法
華
経
流
布
の
国
に
生
ま
れ
て
、
信
ぜ
ず
行
ぜ
ざ
る
も
即
ち

謗
な
り

「
則
ち
一
切
世
間
の
仏
種
を
断
ず
」
と
説
く
は
、
法
華
経
は
末
代
の
機
に
協
は
ず
と

。

云
ひ
て
、
一
切
衆
生
の
成
仏
す
べ
き
道
を
閉
づ
る
な
り

「
或
は
復
顰
蹙
」
と
云
へ
る
は
、
法

。

華
経
を
行
ず
る
を
見
て
、
唇
を
す
く
め
て
、
な
に
と
も
な
き
事
を
す
る
者
か
な
、
祖
父
が
大

な
る
足
の
履
、
小
さ
き
孫
の
足
に
協
は
ざ
る
が
如
く
な
ん
ど
云
ふ
者
な
り

「
而
も
疑
惑
を
懐

。

く
」
と
は
、
末
代
に
法
華
経
な
ん
ど
を
行
ず
る
は
実
と
は
覚
え
ず
、
時
に
協
は
ざ
る
者
を
な

ん
ど
云
ふ
人
な
り
。
此
の
比
の
在
家
の
人
毎
に
、
未
だ
聞
か
ざ
る
先
に
天
台
・
真
言
は
我
が

機
に
協
は
ず
と
云
へ
る
は
、
只
天
魔
の
人
に
そ
ひ
て
生
ま
れ
て
思
は
す
る
な
り
。
妙
楽
大
師

の
釈
に
云
は
く
「
故
に
知
ん
ぬ
、
心
宝
所
に
趣
く
こ
と
無
く
ん
ば
、
化
城
の
路
一
歩
も
成
ぜ

す
」
文
。
法
華
経
の
宝
所
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
同
居
の
浄
土
・
方
便
土
の
浄
土
へ
も
至
る
ま

じ
き
な
り
。
又
云
は
く
「
縦
ひ
宿
善
有
る
こ
と
恒
河
沙
の
如
く
な
る
も
、
終
に
自
ら
菩
提
を

成
ず
る
の
理
な
し
」
文
。
称
名
・
読
経
・
造
像
・
起
塔
・
五
戒
・
十
善
・
色
無
色
の
禅
定
、

無
量
無
辺
の
善
根
有
り
と
も
、
法
華
開
会
の
菩
提
心
を
起
こ
さ
ざ
ら
ん
者
は
、
六
道
四
生
を

ば
全
く
出
で
ま
じ
き
な
り
。

法
華
経
の
悟
り
と
申
す
は
易
行
の
中
の
易
行
な
り
。
只
五
戒
の
身
を
押
へ
て
仏
因
と
云
ふ

事
な
り
。
五
戒
の
我
が
体
は
即
身
成
仏
と
も
云
は
る
ゝ
な
り
。
小
乗
の
意
、
権
大
乗
の
お
き

て
は
、
表
に
て
無
表
を
発
す
。
此
の
法
華
経
は
三
世
の
戒
体
な
り
。
已
酬
・
未
酬
倶
に
仏
因

と
説
い
て
、
三
悪
道
の
衆
生
も
戒
体
を
発
得
す
。
竜
女
が
三
十
二
相
の
戒
体
を
以
て
知
ん
ぬ

べ
し
。
況
ん
や
人
・
天
・
二
乗
・
菩
薩
を
や
。
法
華
経
一
部
に
列
な
れ
る
九
界
の
衆
生
は
、

皆
即
身
成
仏
に
て
こ
れ
有
り
し
な
り
。
止
観
に
云
は
く
「
中
道
の
戒
は
戒
と
し
て
備
は
ざ
る

こ
と
な
し
、
是
を
具
足
と
名
づ
く
。
中
道
戒
を
持
つ
な
り
」
云
云
。
中
道
の
戒
と
は
法
華
の

戒
体
な
り
。
無
戒
不
備
と
は
、
律
儀
・
定
・
道
の
戒
な
り
。
此
の
五
戒
を
十
界
具
足
の
五
戒

と
知
る
時
、
我
が
身
に
十
界
を
具
足
す
。
我
が
身
に
十
界
を
具
す
と
意
得
る
時
「
欲
令
衆
生

仏
之
知
見
」
と
説
い
て
、
自
身
に
一
分
の
行
無
く
し
て
即
身
成
仏
す
る
な
り
。
尽
形
寿
の
五

戒
の
身
を
改
め
ず
し
て
仏
身
と
な
る
時
は
、
依
報
の
国
土
も
又
押
へ
て
寂
光
土
な
り
。
妙
楽

の
釈
の
云
は
く
「
豈
伽
耶
を
離
れ
て
別
に
常
寂
を
求
め
ん
や
、
寂
光
の
外
に
別
に
娑
婆
あ
る

に
非
ず
」
文
。
法
華
已
前
の
経
に
説
け
る
十
方
の
浄
穢
土
は
、
只
仮
説
の
事
に
成
り
ぬ
。
又

妙
楽
大
師
の
釈
に
云
は
く
「
国
土
浄
穢
の
差
品
を
見
ず
」
云
云
。
又
云
は
く
「
衆
生
自
ら
仏

の
依
正
の
中
に
於
て
殊
見
を
生
じ
て
苦
楽
昇
沈
す
。
浄
穢
宛
然
と
し
て
成
壊
斯
に
在
り
」
文
。

法
華
の
覚
り
を
得
る
時
、
我
等
が
色
心
生
滅
の
身
即
不
生
不
滅
な
り
。
国
土
も
爾
の
如
し
。

此
の
国
土
の
牛
馬
六
畜
も
皆
仏
な
り
、
草
木
日
月
も
皆
聖
衆
な
り
。
経
に
云
は
く
「
是
の
法

は
法
位
に
住
し
て
世
間
の
相
常
住
な
り
」
文
。
此
の
経
を
意
得
る
者
は
持
戒
・
破
戒
・
無
戒
、
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皆
開
会
の
戒
体
を
発
得
す
る
な
り
。
経
に
云
は
く
「
是
を
戒
を
持
ち
、
頭
陀
を
行
ず
る
者
と

名
づ
く
」
云
云
。
法
華
経
の
悟
り
と
申
す
は
、
此
の
国
土
と
我
等
が
身
と
釈
迦
如
来
の
御
舎

利
と
一
つ
と
知
る
な
り
。
経
に
云
は
く
「
三
千
大
千
世
界
を
観
る
に
乃
至
芥
子
の
如
き
許
り

も
、
こ
れ
菩
薩
に
し
て
身
命
を
捨
て
た
ま
ふ
処
に
非
ざ
る
こ
と
有
る
こ
と
無
し
」
文
。
此
の

三
千
大
千
世
界
は
、
皆
釈
迦
如
来
の
菩
薩
に
て
お
は
し
ま
し
候
ひ
け
る
時
の
御
舎
利
な
り
。

我
等
も
此
の
世
界
の
五
味
を
な
め
て
設
け
た
る
身
な
れ
ば
、
又
我
等
も
釈
迦
菩
薩
の
舎
利
な

り
。
故
に
経
に
云
は
く
「
今
此
の
三
界
は
皆
是
我
が
有
な
り
。
其
の
中
の
衆
生
は
悉
く
是
吾

が
子
な
り
」
等
云
云
。
法
華
経
を
知
る
と
申
す
は
、
此
の
文
を
知
る
べ
き
な
り

「
我
が
有
」

。

と
申
す
有
は
、
其
れ
真
言
宗
に
非
ざ
れ
ば
知
り
難
し
。
但
し
天
台
は
真
性
軌
と
釈
し
給
へ
り
。

舎
利
と
申
す
は
天
竺
の
語
、
此
の
土
に
は
身
と
云
ふ
。
我
等
衆
生
も
則
ち
釈
迦
如
来
の
御
舎

利
な
り
。
さ
れ
ば
多
宝
の
塔
と
申
す
は
我
等
が
身
、
二
仏
と
申
す
は
自
身
の
法
身
な
り
。
真

実
に
は
人
天
の
善
根
を
仏
因
と
申
す
は
、
人
天
の
身
が
釈
迦
如
来
の
舎
利
な
る
が
故
な
り
。

法
華
経
を
是
の
体
に
意
得
る
則
ん
ば
真
言
の
初
門
な
り
。
此
の
国
土
・
我
等
が
身
を
釈
迦

菩
薩
成
仏
の
時
、
其
の
菩
薩
の
身
を
替
へ
ず
し
て
成
仏
し
給
へ
ば
、
此
の
国
土
・
我
等
が
身

を
捨
て
ず
し
て
、
寂
光
浄
土
・
毘
盧
遮
那
仏
に
て
有
る
な
り
。
十
界
具
足
の
釈
迦
如
来
の
御

舎
利
と
知
る
べ
し
。
此
を
こ
そ
大
日
経
の
入
漫
荼
羅
具
縁
品
に
は
慥
か
に
説
か
れ
た
る
な
り
。

真
言
の
戒
体
は
人
之
を
見
て
師
に
依
ら
ず
し
て
相
承
を
失
ふ
べ
し
。
故
に
別
に
記
し
て
一
具

に
載
せ
ず
。
但
標
章
に
載
す
る
事
は
人
を
し
て
顕
教
よ
り
密
教
の
勝
る
ゝ
こ
と
を
知
ら
し
め

ん
が
為
な
り
。


